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１ 御利用の皆様及び沿線地域の皆様へ 

近江鉄道線に対しまして、日頃の御利用と御理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

一般社団法人近江鉄道線管理機構（以下「機構」という。）は、令和６年４月１日

から近江鉄道線が公有民営方式による上下分離へ移行したことにより、第三種鉄道事

業者として鉄道施設及び車両を保有し、維持管理を担うこととなりました。 

令和７年度は上下分離への移行から２年目を迎え、第二種鉄道事業者である近江鉄

道株式会社と協力・連携を行いながら輸送の安全確保に努めております。 

本報告書は、鉄道事業法第 19 条の４に基づき、令和７年度に実施した安全確保のた

めの取組や輸送障害の発生状況等をまとめたもので、広く地域の皆様に御理解いただ

くために作成したものです。 

今後も引き続き第三種鉄道事業者として「安全の確保」を第一に沿線地域のまちづ

くりに貢献できる取組を進めてまいりますので、さらなる御支援と御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

一般社団法人近江鉄道線管理機構 

                     代表理事 南 川 喜代和 

 

 

２ 安全方針 

鉄道事業において「安全の確保」は、何よりも優先されることを認識し、次の安

全に係る行動規範を機構の「安全方針」として定めています。 

 

（安全に係る行動規範） 

(1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めます。 

(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともにこれを遵守 

し、厳正、忠実に職務を遂行します。 

(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。 

(4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も 

安全と認められる取扱いをします。 

(5) 事故又はそのおそれのある事態若しくは災害その他輸送の安全確保に支障を及 

ぼすおそれのある事態が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに

安全適切な処置をとります。 

(6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。 

(7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。 

(8) 第二種鉄道事業者である近江鉄道株式会社との連携を密にします。 
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３ 安全重点施策 

輸送の安全確保のため、年間重点目標及び行動計画を掲げ取り組みます。 

 

（年間重点目標） 

  責任事故「ゼロ」を達成する。 

 

（行動計画）  

(1) 「安全最優先」意識の向上 

  令和７年度に自然災害や重大事故、テロ行為等、想定される異常事態に対応す 

るため、新たに危機管理マニュアルを策定します。 

(2)  設備・施設の安全に対する意識の改革 

   近江鉄道株式会社から報告される鉄道設備・施設の不具合に起因する輸送障害 

及びインシデントについて、原因を分析し、必要に応じて設備投資及び修繕工事 

計画の変更を行います。 

(3)  コミュニケーションの強化 

ア 近江鉄道株式会社と安全推進会議を開催するとともに、安全輸送に係る重要事 

項について速やかに沿線自治体への報告を行います。 

イ 重大な事故等の情報を近江鉄道株式会社から受けた場合、運行継続の可否、死 

傷者の有無、原因等について、沿線自治体への情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全推進会議 
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４ 令和７年度 事故・輸送障害 

(1) 事故・輸送障害の発生件数 

  令和７年度の事故・輸送障害の発生件数は計 19 件でした。（近畿運輸局報告案件） 

区分 内容 
令和７年度 

（上下分離後） 

令和６年度 

（上下分離後） 

令和５年度 

（近江鉄道） 

鉄道運転事故 踏切障害事故 ２件 ４ 件 ０ 件 

輸送障害 鉄道係員 ２件 ０ 件 １ 件 

車両 ３件 ０ 件 ２ 件 

施設関係 ４件 ７ 件 ５ 件 

鉄道外 ６件 ６ 件 ８ 件 

水害 ０件 ０ 件 １ 件 

風害 ０件 １ 件 １ 件 

雪害 １件 ５ 件 １ 件 

震害 ０件 ０ 件 １ 件 

その他 １件 ０ 件 １ 件 

合 計 19 件 23  件 21  件 

 

 

５ 安全確保のための取組 

(1)  危機管理マニュアルの策定 

   自然災害や重大事故等に対応するため、新たに危機管理マニュアルを策定しま 

した。 

 

（2） 保守・修繕及び設備投資 

令和７年度は、計画に基づき以下の主要な整備を実施し、施設等の健全性維持

に努めました。 

  （主な工事内容） 

  清水山トンネル改修工事、重軌条化工事（日野から水口松尾）、ＰＣ枕木（八

日市から大学前）、近江帆布踏切改修工事、宮田踏切更新工事、変電所変成機器

更新工事（八日市及び高宮）、車両に伴う工事等 

 

(3)  関係機関等との連携 

近江鉄道株式会社との安全推進会議を毎月開催し、施設の不具合に起因する輸

送障害及びインシデントについて原因、対応、再発防止策等の情報共有を図ると

ともに、その内容を沿線自治体及び理事会に報告しました。 
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(4)  安全教育 

安全管理体制の維持・向上を目的として、近畿運輸局主催の各種研修会に参加

し、運輸マネジメントに関することや、最新の鉄道事故の状況、獣害対策等の情

報を収集するなど、安全教育の充実を図りました。 

６ 安全管理体制 

  代表理事をトップとする安全の確保に関する体制を別図のとおり構築し、各責任 

者の責務を明確にしています。 

安全統括管理者及び施設管理者は輸送の安全の確保に関し、鉄道施設計画情報及

びその他必要情報について関係機関との連絡を緊密にし、打ち合わせを行うことに

より業務を適切に遂行しました。 

 

・代表理事    輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

・安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

・施設管理者   安全統括管理者の指揮の下、鉄道施設に関する事項を統括する。 

 

７ 内部監査 

国土交通省が示す運輸安全マネジメントに基づき、安全管理体制の構築・改善に 

おける取組の適合性及び安全管理体制の有効性の確認を行い、内部監査員が代表理 

事、安全統括管理者及び事務局に監査を実施しました。 

  

（監査項目） 

① 安全方針の周知・実施状況の確認 

② 安全重点施策の実施状況の確認 

③ 教育訓練・研修計画などの確認 

④ 法令等の遵守状況 

⑤ 情報伝達・コミュニーションの確保 

⑥ 規程・帳票類の整備の確認 

⑦ 過去の事故に対する対策の実施状況 

 

（監査実施日） 

  令和８年３月 12 日 

 

８ 安全報告書への御意見について 

  本報告書の内容や当機構の取組について、皆様からの御意見をいただき、安全に 

役立ててまいります。 
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（連絡先） 一般社団法人近江鉄道線管理機構 

       TEL 0749-49-2311 FAX 0749-49-2271 

       E-mail info＠kin-kanki.or.jp 

       受付時間 月～金 ８：30～17：15（祝日を除く） 
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別図 

 第二種鉄道事業者（運行並びに鉄道施設及び車両の維持管理受託）：近江鉄道株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

第三種 鉄道 事業 者（ 鉄 道施設 及び 車両 の保 有 ）：  

一般社 団法 人近 江鉄 道 線管理 機構  

西武ホ ール ディ ン グス 監査・ 内部 統制 部長  

経営企 画部 長  

鉄道部 長  安全統 括管 理者
（鉄道 ）  

施工管 理者  

社長  
乗務員 指導 管理 者  乗務員  

駅長  

車両区 長  

電気区 長  

工務区 長  

車両係 員  

電気係 員  

工務係 員  

運転管 理者  
車両管 理者  

 代表理 事  安全統 括管 理者  施設管 理者  事務局 職員  

人事部 長  

運転指 令長  

駅係員  

内部又 は外 部監 査  

事務局 長  

- 7 -


